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特定計量器の定期検査を実施します

　『はかり』を正しく使用していても部分の劣化による誤差が生じる場合があり
ますので、２年に１回はかりの定期検査を行っております。
　合格した『はかり』には、「定期検査合格シール」が証明として貼られます。正
しい『はかり』を使用することで、お店の信用と利益を守ることにつながります。
　ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
◆実施日時　７月19日（月）10時30分から正午まで
◆会　　場　役場公用車車庫内

特定計量器とは．．．
商品を計量販売・詰込する事業所や店舗などで、取引・証明
に使用する『はかり』のことをいいます。
【例】　①商店・工場・病院・学校・保育所等で使用するはかり
　　　　（教材用は除く）
　　　②農家で野菜、果物の庭先販売に使用するはかり
　　　③行商などに使用するはかり
　　　④宅配便で使用するはかり　

※定期検査を受検しないと計量法による罰則がありますので、ご注意ください。

●お問い合わせ　　ふるさと振興課　☎３７－２１７７（担当：髙崎）

①有害鳥獣防止施設補助金
　有害鳥獣から農作物を守るため、町内に住所を有する団体または個人の方に対して、電気柵
や防除ネット等の購入経費などの助成を行っています。

②農林業生産者育成補助事業
　生産規模の拡大又は雇用創出、スマート農業を推進するために、必要な経費の助成を行って
います。

　①、②共に予算に限りがありますので、購入等をお考えの方は８月５日までに事前に農林建
設課までご相談ください。事前相談なく購入された場合は、補助対象外となる場合もあります
のでご協力をお願いします。

●お問い合わせ　　農林建設課　☎３７－２１１３（担当：三上・浅井）

※�取引・証明行為に使用する『はか
り』は、「検定証印」または「基
準適合証印」が付されていなけれ
ばいけません。「家庭用」・「取引
証明外用」と記載されている『は
かり』は、取引・証明には使用で
きませんので、ご注意ください。

【基準適合証印】【検定証印】

【検定合格シール】

農業等を営むみなさんを応援します！

対象経費 補助率 限度額
電気柵の購入・設置費用 ４／５以内 50万円

防除ネット等の購入・設置費用 ４／５以内 30万円

対象者 補助率 限度額
町民・新規就農者 １／２以内 100万円

認定新規就農者・認定農業者・団体 ２／３以内 200万円

この給付金は低所得の子育て世帯を支援する給付金です

　　　支給対象者

　　　次の要件の両方に当てはまる方（ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く）
　　　要件１：令和３年３月31日時点で18歳未満の児童を養育する父母等
　　　　　　（障害児は20歳未満、令和４年２月末までに生まれた新生児も対象）
　　　要件２： 令和３年度住民税が非課税または令和３年１月１日以降の収入が急変し　

住民税非課税相当の収入となった方

　　　支給額　　児童一人当たり　一律 ５万円

　　　給付金の支給手続き　

　　　❶令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
　　　　→申請不要です
　　　　　 （７月中に令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している

口座へ振り込みます）
　　　❷ 上記以外の方（例：高校生のみ養育している方、令和３年１月１日以降に収入が急

変した方）
　　　　→申請が必要です
　　　　　（申請書類は町民税務課にありますので、対象になる方はお問い合わせください）

●お問い合わせ　　町民税務課　☎３７－２１１4（担当：熊谷）

子育て世帯生活支援特別給付金のご案内
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いきいき女性委員会のメンバーを募集しますいきいき女性委員会のメンバーを募集します
　いきいき女性委員会では、「移住・定住」「子育て支
援」「医療」「健康」「食文化」「情報発信」をテーマに
町の事業がどのように進んでいるのか、課題となって
いることは何かなど、話し合いを行っております。
女性の視点で一緒にまちづくりの取り組みについて話
し合うメンバーを募集します。あなたの声をまちづく
りに生かしてみませんか？
◆開催日時　随時（年２回程度開催予定）　平日午後６時30分から（２時間程度）
◆募集期間　令和３年７月19日まで
◆募集人数　若干名

●申込・お問い合わせ　　ふるさと振興課　☎３７－２１９４（担当：小川）


